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1経 営(体)の 発展と企業の発展一その構造と過程一

経営(体)の 発展は、構造の側面からみれば、 「事業」、 「企業」、 「経営」の発展によっ

て もたらされる。 「企業」の発展という場合、 「企業」をどのように定義するのかということ、

さらに、そのような 「企業」の発展をどのように定義 し、捉えるのかという二つの課題が存在

する1)。

まず、前者の 「企業」の定義については、すでに 『経営学原論』において詳述 され、また、

山本安次郎博士が、 これまでに多 くの論考において明確に示 されているところである2)。その

定義によれば、 「企業 とは投資を目的とする資本結合の組織体で、投資すなわち事業経営の主

体である。3)」 そ して、この 「企業」における目的は、 「資本の利益すなわち営利 目的4)」で

ある。さらに、経営(体)に おけるその位置づけについては、次のようにいう。 「経営存在は

事業経営 と企業経営との統一として存在するのである。その際、事業は経営の客体であったが、

企業は経営の主体であるといえる。事業が企業によって経営せ られているのが現実である。事

業経営 という場合には事業の経営すなわち事業を経営するとい うこと、事業の客体性を意味 し、

企業経営とい う場合には企業による経営すなわち企業が経営するということ、企業の主体性を

意味する。このように企業と事業 とを主体と客体の対立において考えることによって経営構造

をより具体的により現実的に、しかも根本的に把握 しうると思われる。5)」すなわち、 「企業1

は、投資を通 じて、経営(体)に おける意思決定主体 として、客体である 「事業」に働 きかけ

るとい う位置にあることを意味する。 「事業経営は企業経営を予想 し前提 している。6)」ので

ある。

次に、このように定義 し、経営(体)に おいて位置づけることのできる 「企業」の発展をど

のように捉えることができるのであろうか。その定義にもとついて、 「企業」は資本結合の組

織体であ り、 「企業」は、資本提供者の、すなわち、所有者の組織 として、0つ の構造を持 っ

ている。 「企業」の発展は、その組織体の発展に外ならない。所有者組織の発展に外ならない。

「企業」の発展は、組織体一般における発展に相応 して、構造 と過程 とにおいて生 じる。すな
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わち、組織構造),rおける変革 という構造的側面における発展と、その構造の変革における組織

過程の発展という過程的側面に区分 してみることができる。さらに、前者の構造的側面におい

ては、組織構造の変革における構造発展の過程が問題となる。 この構造発展の過程は、変革に

おけるメルクマールを明確にするとともに、組織構造における構成の変革、すなわち、資本結

合のあ り方の変革とその変革の非連続的な過程を解明することによって、組織の革新を明らか

にすることとなる。また、そのような変革の過程を解明す ることによって、組織構造発展の原

因となる諸要因が明確とな り、構造変革における諸要因の内的関連性が明らかとなる。 このよ

うな構造の発展過程の解明が、 「企業」という組織の構造を発展の過程において捉えるために

は不可欠となろう。単なる構造の類型化によっては、 「企業」の発展を解明す ることはできな

いであろう。

具体的には、組織構造の発展は、構造を構成する基礎的な5種 類の専門化の組み合わせを専

門化の原理にもとついて発見す ることによって生 じる変革、組織構造における専門化の組み合

わせの発見 という革新の遂行が発展のメルクマールとなる7)。有効性をその評価の尺度として、

能率性の維持 という観点から構成 される専門化にもとつ く 「企業」 という組織の構造は、企業

形態の変化という類型化が可能である一方で、その類型化を可能にし、また、類型間の変化の

過程を解明するための論理的な基礎 として、経営(体)構 造全体の発展を解 明する理論的な分

析枠組みを必要とする。

決定主体としての 「企業」が、具体的な形をとったのが、企業形態である。 「企業形態とい

うのはこの主体たる資本結合組織体の形態である。8)」そ して、企業形態は、時代 と共に、ま

た、企業におけるその機能についての必要性に応 じて、変化してきている。それは、'一方では、

経営(体)の 目的である事業の遂行にあたって、 「円滑な事業経営のためには企業形態は事業

形態と一定の適応関係をもたねばならない。事業形態のいかんによって必要 とする資本額が規

定せ られるからである。9)」 「事業」の発展に応 じて、 「企業」は発展 し、 「企業」の形態は

変革され る。企業形態は、 この意味において、 「企業」とい う組織体における発展の軌跡を示

す。また、歴史的な経過においてみることのできる企業形態の変化は、現在における企業形態

の歴史的形態の同時的存在をも意味するものであるが、経営(体)に おける事業発展に相応 し

て解明してい くことが必要 となる。第一のテーマは、経営(体)の 構造的側面においてみる限

り、 「企業」の具体的な形 としての企業形態の変遷 ・発展としてとらえ、その到達点は、株式

会社 という形態であ り、さらには、公社とい う公私統一企業の形態をもつ事業経営であるが、

このような企業形態の変遷を明らかにすることによって、構造的な変革をみていくことである。

このような構造上の変革 ・発展は、 「企業」における組織過程において実現される。組織過

程 としての企業発展の過程は、客体である投資の拡大にともなって、資金調達における企業形

態の変革として、投資家の拡大とともに、投資家の資金提供を継続させるためには、企業 目的

の達成、すなわち、収益性の維持 ・発展によって評価 され、企業価値の増加をもたらす限りに

おいて、その能率性は保持される。このような過程は、経営管理過程によって、財務戦略の構

成部分として実行される。このことは、事業発展にともなう企業発展が、あるいは、事業発展

をもたらす企業発展が、どのような要因によりもたらされ、どのような過程をへて、具体化 さ

れ、さらには、経営(体)の 発展にどのように貢献 しているかについて明らかにす ることが必

要であるとともに、歴史的な企業形態の変遷の中にこの過程を探っていく必要があることを示

している。 このことによって、経営(体)の 発展における、発展の過程 と、それに対応 した

「企業」の発展の過程 とが明確になり、類型的な企業形態の分類を発展の過程の中に位置づけ

ることが可能となるであろう。
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さらに、組織過程の発展には、組織過程としての諸過程の発展と共に、それらの過程を担 う

諸機関の機能の変革が含意 されることになる。すなわち、組織過程の遂行における担当機関に

おける変革であり、また、構造的契機における経営(体)機 能にかかわる所有と経営、所有と

支配をめ ぐる、機能分担の変革であり、この機能変革の解明が必要となる。どのような観点か

ら、その機能変革の解明を試みるのか。企業における資本の論理から、経営における経営の論

理へ、経営(体)に おける決定主体の変革が、解明の観点を規定する。経営構造発展に即 して、

分析の論理は、資本の論理から、資本の論理を包摂する経営の論理へと発展する。その展開に

応 じて、組織過程を担 う機関の機能分担の変革についての分析 ・解明を進めていかなければな

らない。 このような機能の変革をもたらす組織過程は、ExecutiveProcessとManagement

Processか ら構成 されているが、 この両過程の組 み合わせにおけ る変革、Management

Processを 担 う機 関の変革と、 さらにはExecutiveProcessそ のものにおける内包の変革、

そして、先1こ述べたように、これらの過程を遂行す る主体の変革によって、組織過程そのもの

が変革されていくことになる。

すなわち、事業の発展にともなう経営(体)全 体の変革につれて、経営(体)に おける所有、

支配、経営をめぐって、基本的な企業機能に変革が生 じ、 とくに、株式会社という企業形態の

実質的な内容は変化 してきている。それは、 「企業は事業経営の主体 として事業を選択 し決定

し、事業運営の意思決定を行い、事業危険を負担する。10)」とい う、企業にとっての基本的な

機能を、今 日の経営(体)に おいては、 「企業」自身、担 うことができない、あるいは、現実

に担 っていない状況に直面 していることを理解することによって、明らかになるであろう。今

日の現実においては、その決定機能は、行為主体としての 「経営」が担 うようにな り、 「企業」

がその機能 として担 うことがなくなりつつある。それは、企業 目的が経営(体)全 体の 目的と

して貫徹す ることが不可能となり、 「企業」における資本に対する貢献を主 とする、資本の論

理にもとつく私企業性、私益性が限定されると同時に、経営(体)に おける 「経営」の主体性

の確立にともなう、事業 目的の遂行 と経営(体)全 体の行動における、経営の論理にもとつ く

社会性の自覚、単なる行為主体としてだけではな く、決定主体 としての経営主体という考え方、

企業経営か ら事業経営への発展 という考え方に連なる。事業経営に対する支配力が、 「企業」

から 「経営」に移行す る、 という状況が、単なる所有と経営の分離 とい う状況を越えて、所有

と支配の分離、 「経営」による支配という状況にまで進展 していること、これは、企業形態 と

しての株式会社の発展の到達するところであり、株式会社という企業形態における、経営(体)

の企業経営から事業経営へ0発 展を意味 しているのである。このような経営(体)の 発展にと

もなって、 「企業」 自身が担 う機能の変化に注 目する必要が生 じているのである。

このように、株式会社 とい う企業形態 における発展は、株式会社制度との関連において、必

然的に取締役会の位置づけとその機能の問題を内包 していることになる。所有 と経営、所有と

支配 ・経営をめぐる問題は、最終的には、取締役会の機能がどのようなものとみなされている

か、現実にどのような機能を遂行 しているのかという問題であるとい うことができる。法制上

認められている機能が、現実に取締役会の果 している機能であるとはいえない場合が多 く、必

ず しも0致 してはいない。 「企業」発展が株式会社という企業形態において進展 し、企業経営

から事業経営へと経営(体)発 展の過程が歩むことを可能としているのは、取締役会の機能と

の関連のもとにおいて、所有と支配との分離が進展することによってであるとい うことができ

る。具体的には、また、端的には、機能的な側面においては、経営戦略の担い手の変革と、取

締役会の機能における変化が問われなければならない。取締役会が、その機能として持つ戦略

的な支配機能、すなわち、最高経営政策を策定 し、最高経営責任者を含む経営管理者層の トッ
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プを選任す るという機能を、本来的に遂行 しているのであれば、取締役会は、株主に対 してそ

の責任を果 していることになるであろうが、はたしてそうであろうか。支配をめ ぐる問題は、

このような観点から具体的に論 じてい く必要があろう。経営(体)に おいて、とくに株式会社

において、所有 と支配の問題は、株主総会が問題なのではな く、取締役会、言葉を替えていえ

ば、わが国における重役制度が問題の核心に位置す るものなのであり、経営管理者層の トップ

と取締役会との関係、決定に対する力関係のあり方が、 「企業」の発展過程において基本的に

解明すべき課題 となる。本稿では、 この点について、明らかにしていきたい。

以下にまず、企業発展の構造を企業形態に即 して論 じ、次に、企業発展にともな う企業機能

の変革について、取締役会の機能を中心に、論究 していこう。

II企 業の形態 とその歴史 的変遷 ・発展一発展の到達点 と しての株式会社 と公社一

経営(体)は 、 「企業」を、資本結合の組織体 として、種々の形態のもとに設立することが

可能である。そして、その分類 も、種々の基準によってなされ うる。その分類原理 として、

「(1)資本結合の仕方 と経営意思決定、(2)資本危険と責任の限界、(3)所有 と経営との関係11)」を

挙げることができる。また、この企業形態には、経済形態 と法律形態との区別がなされる。 こ

の両側面を踏まえつつ、この分類原理によって、まず、企業形態の類別を行なうと、次のよう

に示すことができる12)。

企業形態分類表

経済形態

(A)私 企業

1単 独企業(個 人企業)

II小 数集団企業

a第___.種(全 員が出資者かつ

経営者)

b第 二種(一 部に出資のみの

企業者)

III多 数集団企業

a営 利的企業

b組 合

(B)公 企業

(1)公 営企業

(2)国 営企業

a官 公庁企業

(官僚行政企業)

b法 人公企業

(独立採算企業)

法律形態

個人商店(時 々、名義的に合名会社、合資会社、株式会

社)

合名会社、民法上の組合、匿名組合、合資会社、

株式会社

合資会社、匿名組合、民法上の組合、合名会社、

株式会社

株式会社、株式合資会社、産業組合

協同組合、匿名組合、産業組合、民法上の組合、

相互会社、株式会社

地方公営企業(水 道、ガス、交通)

郵政省、大蔵省造幣局、林野庁、大蔵省印刷局、

アルコール専売

公団、公庫、事業団(住 宅公団、道路公団、

国民金融公庫など)
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(C)公 私合同企業

a公 私混合企業

b公 私統一企業

株式会社または特殊法人(例)国 際電信電話、日銀など

公社

このような企業形態は、経営(体)構 造の歴史的な発展の段階において発生すると同時に、

現在における企業形態 として、同時的な存在でもある。,まず、歴史の目から、この分類を眺め

ることによって、経営(体)構 造の発展段階における企業形態の発展を考察 していこう。そこ

では、事業構造の発展 との適応関係における 「企業」とい う組織体の構造における変革が問わ

れる。

「企業」とよばれる資本結合の組織体において、その形態は、歴史的にみてみると、必要と

する資本量 に応 じて、資本の提供者の範囲と人数 とともに変化 してきている。すなわち、経営

(体)の 環境に対する働 きかけである客体としての事業活動の領域の広が りと事業内容の大き

さと多様化にともない、経営(体)が 組織体として変化す るにともなって、 したがって、事業

構造の発展に応 じて、変化 してきているとい うことができる。事業構造の発展にともな う企業

構造の発展 というとらえかたができる。 ところが、他方では、このような発展の過程は、単純

な連鎖ではな く、相互に影響 しながらの発展であることも否定できない。企業の発展にともな

う事業の発展、事業の発展を予定 した企業の発展、経営の論理にもとつく事業 と企業のバラソ

スの維持と、アソバラソスの発生といった、多様 な過程の もとで、具体的には展開してきてい

ることになろう。5種 類の基礎的な専門化の種類 を組み合わせる組合わせ方における変革にと

もなう組織構造の革新が生 じている。このような構造発展の過程のもとで、企業形態の発展は、

経営(体)構 造の発展形態 としての5段 階の形態に対応するものとなる。まず、経営(体)構

造の発展は、経営(体)の 構造を規定す る 「企業」、 「経営」、 「事業」 と、それぞれの構造

をもたらす機能 との組み合わせのもとに、次のように構成される枠組の中で、発展の段階を明

らかにす ることができるであろう13)。

一 ⊥
構造的契機 経営(体)機 能

騰 造-簾 磯 簾
能

経営構造-③ 企業者灘

事業構造

④

⑤

管理機能

事業機能、または、作業機能

この分析の枠組にもとついて、経営(体)構 造の5段 階の発展段階が明らかとなる。この発

展過程の5段 階の内容を構造的契機と経営(体)機 能との関連を示 しつつ、詳細に検討 してみ

ると、次のように特徴づけることがで きる。

第1段 階

第II段 階

第III段 階

企業 経営

CCCOO+OO>+C30+● 〉

企業 経営

C10+20)+C30+●)

企業 経営 経営

《(①+②)+③ 》 〈④

事業

+● ≫

事業

+o

事業

+● 〉

企業者経営(体)

企業者経営(体)

近代資本志向経営(体)
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(企業経営)

第IV段 階

企業

《(①+②)》

企業

第V段 階 《 ① 》

経営 事業

〈(③+④)+⑤ 〉

[経営の自立化]

企業 経営 事業

⑤〉〈②+(③+④)+

[経営の高度の自立化]

現代資本志向経営(体)

(企業経営)

事業志向経営(体)

(事業経営)

このようにとらえることができる経営(体)構 造の発展過程の段階に応 じて、企業形態は発

展 ・変革 している。 また、発展 ・変革 していかなければならない。上記の分類において 《 》

の記号で囲まれる部分が、企業構造におけるその機能の変革を明らかに示 している。 この点に

ついては、次節において論及する。経営(体)構 造の5段 階の発展過程に対応 して、企業形態

も5段 階の発展の形態 をもつ。 「経営(体)構 造の発展は、企業者経営(体)か ら、資本支配

に重点がおかれた資本志向経営(体)へ 、そ してさらに、経営諸機能の資本的支配からの自立

化によって、しだいに事業志向経営(体)へ と移行する。 このような構造変化によって、事業

のもつ本来の社会性、公共性が強 く前面に押出され、経営の高度な自立化が確立 されることに

なるであろう。14)」このような企業形態の変革について、各発展段階に即 して、簡単に説明 し

てお くことにする。そ して、それぞれの段階における問題点、とくに、近代資本志向的経営

(体)の 段階における株式会社制度の確立以降の所有 と経営、所有 と支配をめ ぐる問題につい

て、簡単に触れてお くことにしたい。

第1段 階の企業者経営(体)に おいては、経営者が一人で企業的契機と経営的契機とを担い、

その人物が事業を行なうという、一人経営であり、経営(体)構 造が未分離な状況において成

立 している。歴史的には、中世以降に見られるイタリアにおける商業経営(体)を 挙げること

ができるが、このような形態は、現在も存在す る。企業即経営である。先の企業形態の分類に

おいては、(A)1に 相当す る。

第II段階の企業者経営(体)に おいては、事業の発展に応 じて作業機能 ・事業機能が分化 し、

事業構造が独立 していくことになる。それにともなって、事業主体 としての企業者は、同時に

管理を行ない、 「この時機における事業的契機 としての商業規模の拡大が、企業的契機として

の資本結合の機能形態におけるさまざまな展開を促進 したことを忘れてはならない。15)」その

企業形態の例 としては、 ソキエタスや コメソダといった今 日の会社企業(合 名会社 ・合資会社)

の原始形態の成立を挙げることができる。それは、企業的契機における資本供給機能の発展 ・

強化の必要性にもとついている。個人的に負担す ることが難 しいような大量の資本を集めるこ

とが、事業展開のために必須 とな り、資本供給機能が経営(体)に とって戦略的要因となる。

先の企業形態の分類では、(A)IIaに 相当す る。

第III段階の近代資本志向経営(体)と いうのは、 「産業社会における工場制工業経営から始

る16)」のであり、 「この新 しい経営(体)の 成立は、まず第一に、産業革命による新 しい事業

展開の機会とそれにともなう事業規模の拡大 とい う事業的契機が起動力となり、それに対応す

る企業的契機と して新 しい企業形態である株式会社の制度化によってもたらされた。17)」事業

の発展が、新 しい資金調達の形態を必要とし、不特定多数の人間から資金を調達することので

きる企業形態として、株式会社という企業形態が制度化される。株式会社という企業形態は、

その初期にあっては、国王の認可を必要 とす るか、あるいは、その時の政府の認可を必要 とす

るものであった。株式会社の最も原始的な形態をもつ最初のものは、イギリスにおける 「ロシ
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ア会社」であるとされている。アメリカにおいても、許可あるいは認可を必要としなくなった

のは、1811年 のニュー ・ヨーク州の会社法からとされている18)。

この株式会社制度の出現によって、 「経営学的経営」は、成立す ることになる。そ して、株

式会社の発生は、従来の経営(体)構 造のあ り方を根本的に変革す るものとなる。 とくに、資

本結合のあり方が、特定の人間から、不特定の人間に拡大され、同時に、有価証券 としての株

式によってその結合がなされているにす ぎない、とい うことは、資金調達の方法において、根

本的な相違が生 じることによって、経営(体)構 造は、企業構造と経営構造に明確に区分され、

その経営(体)機 能において企業機能と経営機能の明確な分離が可能となる。 この段階におい

ては、いまだ、資本供給機能、戦略的支配機能、企業者機能は企業構造に属す るものとみなさ

れるが、 「企業」という組織体を構成する株主は、その全体が事業活動に直接参加す ることが

技術的に不可能となり、また、企業者機能、管理機能 と株主 との結びつきも希薄になることに

より、制度的に、株主を代表するものとして、取締役会が成立する。基本的な形態は、所有 と

支配、さらには経営が一体化 した小規模な同族会社であるとい うことがで きる。現実には、

「この段階での戦略的支配機能の在 り方は、依然として完全支配ない し出資者支配であって、

『所有』 と 『支配』はもとより、企業者機能がいまだ企業的契機にかかわる諸機能と結びつい

て担われているという点で、 『所有』 と 『経営』の完全分離は未だしという観があった。19)」

ということになる。先の企業形態の分類にもとづけば、(A)IIbか ら(A)IIIへ の移行期に

相当する。

第W段 階の現代資本志向経営(体)は 、いまだ企業経営であるという点では、前の段階と変

るものではないが、 「経営的契機にかかわる二つの機能、すなわち、企業者機能と管理機能と

が、企業的契機にかかわる諸機能か ら分離されて(経 営に)担 われること20)」となることに、

その特徴が見 られる。それは、 「所有」と 「経営」の完全な分離を意味する。企業的契機は、

企業にあって、資本供給機能と戦略的支配機能を担 うこととな り、経営的契機は、経営におい

て、企業者機能と管理機能を担 うことになる。事業の具体的な運営については、戦略計画の策

定、長期資源配分についての決定などは、所有す る支配者 としての企業の機能ではなく、専門

的な俸給管理者からなる経営の機能(ト ップ ・マネジメソ ト)に 移ることになる。 この段階に

おいても、取締役会の機能がどのようなものであるかについて、明確にす ることが重要となる。

先の段階の場合と同様に取締役会が本来の機能を果 しているのであれば、取締役会 こそが、こ

の段階においても、重要な意思決定機関とな り、 「所有」 と 「経営」の分離が、具体的にどの

ように進行 しているのかを問うことが必要となろう。それと同時に、取締役会が、その本来あ

るべきであるとされる、一般に認められた機能を果さず、独 自の行動を取れないというのであ

れば、そこには、さらに進んで、所有 と支配の分離が見られることになる。現実に、この段階

において、株主の無機能化 と同時に、取締役会の無機能的支配の傾向は強まっている。資本供

給機能と戦略的支配機能の分離 という、企業的契=機にかかわる機能の分離が芽生えて くると同

時に、経営的契機に戦略的支配機能が移行す る。

このように位置づけることので きる取締役会が、実際に、具体的にどのような機能を果 して

いるのかについては、多 くの意見のあるところである。法制上は、アメリカにおいては、 「取

締役会は、少なくとも3人 のメソバーからなり、会社を管理す るものとする。2')」と規定され

ているが、現実にどのような権限を持って実際に行動 しているのかについては、明確にはなっ

ていない。 この点については、次節において詳述 しなければならないところであるが、歴史的

な経緯 との関連 も考慮に入れて、取締役会の機能について、簡単にここで触れておくことに し

たい。
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例えば、 コープラソ ドとタウルは、1947年 の 『取締役会 と事業管理』という著作において、

取締役の仕事として、経営幹部の選任、政策策定、経営成績の検査、鋭い質問を行なうことと

いったことを挙げている%)。取締役会が、現実に このような機能を果 しているとすれば、それ

は、まさに、この段階における企業構造にとっての戦略的要因となる。その後の民間調査機関

コソフェレソス・ボー ドの1967年 の報告書によれば、次の7つ の責任領域が挙げられている23)。

(1)会社 レベルの基本的な目的と包括的な政策を確立すること。(2)会社 レベルの役員を選任 し、

彼 らに助言を与え、行動を承認 し、その業績を監査すること。(3)会社 レベルの資産を保護 し、

変更(証 券の発行、資金借入れのために行 う抵当権の設定、配当の宣言、財産の譲渡)を 承認

すること。(4)重要な財務上の決定や行動を承認すること(予 算、資本支出、役員の報酬、財務

監査といったような)、 および、適切な年次事業報告書や中間事業報告書が株主に配布される

ように確かめること。(5)契約に署名 して他の者に特定の権限を譲渡す ること、銀行口座を開設

す ること、小切手に署名す ること、株式を発行すること、借入れを行 うこと、および、取締役

会の承認を必要 とす るようなその他の行動を実行すること。(6)会社 レベルの基本定款および通

常定款を遵守 し、改正 し、実行すること。(7)取締役を定期的に選任 し、空席をただちに充足す

ることによって、有効な取締役会を確実に維持すること。

同様の見解は、 クーソツによっても示 されている24)。

取締役会が、このような機能を、現実に経営(体)に おいて実行 しているのかどうかが問題

となる。現実に実行 しているのであれば、取締役会は、所有者である株主の代表として、取締

役会本来の所有にもとつ く一般に認められた機能を果 していることになる。株式会社制度にお

ける、重要な意思決定機関としての取締役会が明らかとなる。 この取締役会の機能をめぐる論

議が、所有と経営、所有と支配の問題についての不明確な部分を醸成 しているのである。 この

点については、さらに詳 しく次節以下において論 じることにしたい。 「企業」の発展における

この所有にもとつ く機能の変革が、経営(体)が 企業経営から事業経営へと発展す る過程の重

要なメルクマールとなるのであるから。

第V段 階である事業志向経営(体)は 事業経営 として特徴づけることができる。それは、こ

れまでの段階とは異なり、現実に存在す る経営(体)で あると同時に、現実の経営(体)の 抱

える重要な課題を克服 していくことのできる、一つの方向を示 している。すなわち、第IV段 階

においては、企業的契機 としての所有者の個人株主から機関投資家への移行にともな う機関支

配の問題が、支配構造の変化をもたらし、経営(体)の 構造変化をもたらすことになるであろ

うという、所有 と支配 ・経営をめ ぐる重要な問題を含んでいる。 このような状況における経営

(体)に おいて、進むことのできる方向は、どのような形となるのであろうか。その一つの考

え方が、山本安次郎博士のいわれる 「会社から公社へ」という方向であろう。それが、この段

階である。 「ここにおいては、経営が、戦略的支配機能をも包摂することによって、事業のも

つ社会性、公共性を前面に押出すことによる経営の高度の自立化が達成せ られる。これによっ

て資本の束縛から免れ、経営存在の核心である事業中心の経営協働 システムの展開を可能なら

しむるに至るであろう。25)」しかしながら、現実にこのような状況が生 じているか否かについ

ては、あらためて問 う必要のあるところであろう。今日の日本の巨大な株式会社が、形式的に、

所有、支配、経営をめ ぐる関係を見る限 りでは、 この段階に達 しているとみなされるにもかか

わ らず、実質的には、 「経営存在の根源である事業 自体のもつ社会性、公共性を前面に押出す

ことによって、経営の高度な自立化が真に達成せられている26)」かと問われれば、疑問のある

ところであろう。現実の具体的な状況を解明 していかなければならない。 「この観点から、現

実の経営(体)の 在 り方を厳 しく吟味するとともに、経営(体)構 造発展の第V段 階における
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経営存在の意味を、経営学的に分析 し解明す ることは、まさに経営原理論の今日的課題である

といえよう027)」

以上明らかにしてきたように、全体環境との関係において、環境に適応 しつつ、さらには、

環境を変革するという目的論的な性格の もとに、経営(体)は その構造を変革 してきている。

それにともなって、あるいは、その変革をもた らす主体として、 「企業」は存在 し、企業形態

を変革 してきていることがわかる。歴史的な存在は、同時に、現在における同時的存在である

が、 「企業」、 「経営」、 「事業」をめ ぐる関係の変化は、歴史に学びつつ現在に生かされて

お り、それぞれの経営(体)に おいて具体化されている。発展の段階としてみるならば、企業

形態をめ ぐる問題は、経営(体)機 能における、分離と統合をめぐる変化によって もたらされ

る変革を明らかに してい くことが必要 となろう。それゆえに、以下、経営学的な考察の対象 と

して、代表的な株式会社とい う企業形態を取上げ、まず、所有と経営の関係の変化にともなう

問題を、次いで、所有 と支配の関係の変化にともなう問題を考察することによって、株式会社

という企業形態の一つの到達点を明らかに していきたい。その ことによって、先に触れた、

「会社から公社へ」 という主張のもつ意味が明らかになるであろう。

III株 式会社における所有 ・支配 ・経営一取締役会とその機能をめぐって一

①所有と経営

先に示 した経営(体)構 造の発展段階に対応 して、いま、所有、支配、経営の関係をそれぞ

れの段階においてみてみると、次のように示すことがで きるであろ う。

第1段 階

第II段 階

第m段 階

第IV段 階

所有 支配 経営

《(①+②)+(③+④)+⑤ 》

所有 支配 経営

《(①+②)+(③+④)》+⑤

所有 支配 経営 経営

《(①+②)+③ 》 〈④+⑤ 〉

所有 支配 経営

《(①+②)》 〈(③+④)+⑤ 〉

所有と支配と経営の関係

所有 ・支配 ・経営が一体

所有 ・支配 ・経営が一体

所有と経営の不十分な分離

所有と経営の分離[経 営の自立化]

所有と支配は不分離

所有 支配 経営

第V段 階 《 ① 》 〈②+(③+④)+⑤ 〉 所有 と支配 ・経営の分離

[経営の高度の自立化]

企業形態の一つの典型 としての株式会社は、すでに明らかにしたように、発展の第III段階に

おいて、資金需要の拡大から資金提供者の増加を必要とし、資本市場を設立することによって、

設立が可能となった。そのような株式会社における所有 と経営の分離については、すでに、19

32年に公刊されたバー リとミーソズの著書、 『現代の株式会社 と私的所有』において指摘され

ているところであることは、周知のところであろう28)。

すでに述べた、経営(体)構 造の発展の第III段階 近代資本志向経営(体)に おける典型的

な企業形態としての株式会社において、その初期には、企業経営としての行動に、所有と経営
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の分離は見 られない。株式会社の成立期においては、所有者が管理機能を支配 し、企業的契機

と経営的契機とをあわせ もっている。例 えば、その代表的な例として、株式の所有者と経営管

理者層が同一である小規模な同族会社をあげることができる。そこでは、所有と経営は未分離

な状況にある。この ような同族会社においては、事業を管理すべき取締役会は、同族の人間に

よって占められており、取締役会が何をなすべきかは明確である。 しか しながら、 このような

状況は一方の極であるにす ぎない29)。

他方の極には、今 日、株式を公開 している、また、株主が広 く分散 しており、機関所有の問

題が生 じている巨大な株式会社が存在する。このような巨大な株式会社にあっては、同族会社

とはまったく異なる状況が存在する。そこでは、第IV段 階である現代資本志向経営(体)と し

て、経営の自立化がみられる企業経営であり、また、第V段 階である事業志向経営(体)と し

て、経営の高度の自立化がみられる事業経営であるということができる。そこにおいては、所

有 と経営はまったく分離 しているということができる。

このような株式会社における両極端の中間に、種々の所有と経営の分離の程度をもつ形態が

存在している。それは、取締役会の機能との関連で見 るならば、取締役会が、どの程度、管理

機能に対 して、支配力を発揮することができるかということが問われていることになる。所有

の代表であるとされる、また、アメリカにおいて規定 されているように、 「事業は、少な くと

も3人 のメソバーからなる取締役会によって管理 されるものとする」という表現から明 らかに

なるところは、本来、取締役会の機能として、決定を支配 し、事業を管理すること、そのこと

が基本的な機能であるとい うことになる。現実にそうであろうか。 この点について、取締役会

が、現実にどのような行動をとっているかをみることによって、明らかに していこう。

わが国の商法は、株式会社についての規定の中で、会社の機関として、 「株主総会」、 「取

締役及取締役会」、 「監査役」の三者を挙げている。その うち、いま、問題 となる、取締役会

の権限について、第260条 において次のように規定 している。

「取締役会ハ会社 ノ業務執行 ヲ決シ取締役 ノ職務ノ執行ヲ監督ス

②取締役会ハ左ノ事項其ノ他 ノ重要ナル業務執行二付テハ取締役二決セシムル コトヲ得ズ

-
占

n∠

O
J

4
占

重要ナル財産ノ処分及譲受

多額ノ借財

支配人其ノ他ノ重要ナル使用人ノ選任及解任

支店其ノ他ノ重要ナル組織ノ設置、変更及廃止

③取締役ハ三月ニー回以上業務 ノ執行 ノ状況ヲ取締役会二報告スルコ トヲ要ス」

なお、旧商法によれば、同じ第260条 は次のように規定されている。

「会社ノ業務執行ハ取締役会 コレヲ決ス支店ノ設置、移転及廃止並ビニ支配人ノ選任及解任

亦同ジ」

このように、わが国の商法においても、株式会社にあって、取締役個人ではなく、連帯責任

を持つ取締役会が、 「会社の業務執行」を決定する機関と規定 されている。最高経営責任者を

含む重要な経営幹部の選任と解任、および、経営管理に関する重要な事項についての決定を行

なうことがその職務と規定されている◎

諸外国における規定においても、アメリカの場合に示 したように、管理機能を果す ように定

められている。例えば、スウェーデソにあっては、 「取締役会は、会社の組織 と会社の業務の

経営管理について責任をもつものとする。」(1975年 会社法第8章 第6条)と 規定されている。
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このような規定にもとづけば、取締役会は、基本的には、その会社の組織の構成、すなわち、

経営幹部の選任と経営管理の機能を果すことがその要件 として規定されているとい うことがで

きる。このような状況を前提 とすれば、取締役会は、株主総会によって選任 された取締役か ら

構成されているという意味で、株主の代表であると同時に、機能として、支配機能と管理機能

を果 していなければならないことになる。所有と経営は、法制上は分離 してはいない。 この点

についての実際をみるために、古い資料ではあるが、アメリカの民間調査機関コソフェレソス・

ボー ドが1977年 に調査 した、西 ドイツ、スウェーデソ、イギ リス、フラソス、 トルコ、アメリ

カ、カナダ、ベネズエラ、 日本の9ヵ 国における取締役会の構成と組織についてみてみよう。

わが国の商法上の規定と対応させてみてみると興味深い結果が現れている([表19ヵ 国に

おける巨大株式会社の取締役会の構成と組織]参 照)30)。

この調査のもとになった各国の調査を概観 してみると大変に興味深い結果が示されているが、

とくに、わが国については、興味深い調査結果が明らかになっている。それで、ここでは、わ

が国の調査結果の詳細と、さらに、ほぼ同時期に調査 され、その後続けて調査が行なわれてい

る通産省の調査結果を、経年度で明らかにしておくことにする([表2わ が国の取締役会に

関する実態調査集計結果]、[表3ト ップの経営組織 とその構成]参 照)31)。

このような調査結果から、取締役会は、その構成 と組織において、各国ごとにかな り大きな

差異がみられ、とくに、アメリカとヨーロッパとではかなり異なり、日本はいずれの国とも異

なる形態を採用 していることがわかる。 さらに、わが国の取締役会の実態は、他の国々の実態

とも異な り、形式的にも、内容的にも、商法の規定とは、明らかに異なる側面を示 している。

規模の大 きな株式会社においては、所有は経営を行なってはいないというのがその実態であろ

う。すでに、バー リとミーソ塔が指摘 しているように、株主総会における委任状による議決権

の行使が、このような事態をもたらした一因であろう32)。しかしながら、実際には、所有と経

営が分離せずに、オーナーでありマネジャーであるような同族会社も存在するし、完全に分離

している巨大な公開株式会社 も存在 し、その中間には、種々の分離の程度の会社が存在 してい

る。 したがって、個々の会社についてみる限 りは、その分離の程度は異なるが、___.つの傾向と

して、所有と経営については分離をもたらす方向に進んでいることは明確になっているところ

であろう。わが国の場合、取締役の人数は、調査対象企業についてだけであるが、内部の経営

管理者層が非常勤取締役(外 部取締役)の10倍 であり、 この結果、取締役会が形式的な=決定機

関になっている場合が多いことは、わが国における通産省の調査結果をみても、常務会が最高

意思決定機関であるとする会社が1部 上場の会社 において圧倒的に多 く、2部 上場の会社にお

いては最高意思決定機関が取締役会であるとす るところが多いところに特徴的に示されている。

いわゆる大企業においては、他の国にみ られない常務会あるいはそれに等 しい組織が、最高意

思決定機関として、経営管理上の問題を処理 しているとい うのが、その実態であろう。企業者

機能と経営管理機能は常務会が、すなわち、経営管理者層が担っている。さらにいえぱ、集団

による議論のもとに決定 されている。明らかに、所有 と経営の分離がみられる。ところが、常

務会が、支配を行なっているかどうかについて、すなわち、戦略的支配機能を実際に行使 して

いるか否かについては、 この調査結果からは明確にはなっていない。このような点からみて、

所有と支配については、所有と経営 とは異なる質的な変革の側面を含んでいるといえる。次に、

所有と支配についてみていくことにしたい。
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9ヵ 国における巨大株式会社の取締役会の構成と組織表1
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表2取 締役会に関する実態調査集計結果一国際比較研究資料一

1回 答企業の概要(規 模 および業種)

1-1資 本 金

509億 円 以 上

'.51円 以 上 一500億 円 未 満

59億 円 以 上 一196億 円 未 満、

}.円 未 満

合計

1-3業 種

水産 ・震林

鉱業

建設

食品

繊雑

パル プ ・紙

化学

ガラス ・セ メント

鉄鋼 ・金 属

機械

電気機 器

輸送 用機器

製造業 小計

会 社 数

24

5Z

21

32

]34

会 社 数

3

11

5

5

8

5

10

3

11

r

13

10

91

1-2売 上 高 会 社 数

1兆 円 以 上1Z

'・'・'・1.円 以 上 一1兆 円 未 満9

iii億 円 以 上:::円 未 満46

199億 円 以 上 一1999億 円 未 満36

190億 円 未 渚6

合 計114

(金 融 ・保 険 の20社 を 除 く)

業 種

商 業

金融 ・保険

不動産

運輸

電力 ・ガス

サー ビス

非製造業 小計

合計

会 社数

10

2D

3

4

3

3

A3

134

Il取 締役 会の.構成

E-1取 締役会 の八 数

取 締 役 数 会 社 数 構 成 比 率

10人 以 †12$.96:

11-15人151i.19%

16}29人3828,3s:

2]}25人3425.37客

26}38入1813.43:

31}35人53.73

36-40ノ ＼85.97%

41--45入10.75%

45八 憂入」ヒ32.2、4詫

合 計]34100.00

一 社 平 均2L6八

ID取 締 役会 メンバ ーの選任

距一1選 出 グル ープ ・団体 と人数

選出 グル ープ ・団体名 会社 数

株主(政 府 を除 く)

あるいは経営執行部 《a)11マ

経営執行 部に属 さな い

従業員

組織労 働者あ るいは組 合

政府

上記以外の グル ープ ・団体

合計

無回答

蝕り

0

1

6

」4

?
・

う
』

-
邑

1

恥締役数合計 構成比率

2563

0

0

z

16

2581

97.23客

H.Ha

O.80

9.08%

9.61駕

97,91

麗 取締役会 の組織

輝一1恥 締役会の開 催回数

(a》株主か ら選ば れた者、経営執 行部か ら選ば れた者 とい う意味であ る。

皿一2社 外取締役 の要件

会社 の株 式の所有

要件 とな ってい る

要件 とな っていない

無 回答

合計

所有の要件につ いて

免除されてい る

免除されていな い

無回答

合計

会 社 数 構 成 比 率

64.48%

9d70.15駕

3425.37%:

134140.00%:

-

」q

-

(◎

16.67k

66.6マi

1..マi

169.⑤ 日k

年 間 開 催 数

5回 以 下

6-11回

12回

13-19回

2a回 以 上

合 計

1V-2委 員会 の有無

委 員会 を有す る

委 員会を有 さない

合 計

会 社 数 構 成 比 率

85.9';,`

1K13.d3%

7マ5?.46,`

2014.93:

118.21×

13atOO.aftI:

3

131

134

麗一3委 員会 の開催頻度 ・構成

A社

a委 員会

b委 員会

c委 員会

B社

a委 員会

b委 員会

c委 員会

C社

a委 員会

2.2姥

97.r6:

1flO.06:

開催 頻 度(年)委 員 数

1710

22s

128

⑤

0

0

5

5

5

12

3

P
◎

」4

7

法律で義務づ け られてい る

会社の方針 である

無回答

合計

0

4

2

6

0.flO:

66.67転

33.33

5L.99客
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II-2常 勤珈締役の人数

取 締 役 数 会 社 数 構 成 比 率

ie入 以 下2317.16髪

11-一一15人1712.69弩

16-29入413D.60

21}25八2518.66客

26}30入139.70

31一 一35ノ ＼53.73':

36--4B入64.4t3%'

41--45,121.49亥

45入 以 上.,c1.49之

合 計13410N.日 欧

一 社 平 均19 .r;,

この 常 勤 取締 役 は 、 経 営 執 行 担 当 者

(Executi>e)だ け か ら な っ て い る 。

調 査 では 、 「従 業 員 代 表 を 含 む かJ

と 聞 い てい る が 、 従 業 員 代表 を 含 む

会 社 は な い 。

揮一4恥 締役 会 メンバーの平 均年齢

平 均 年 齢

45才 以 下

46-5aオ

5ト ー55オ

56--6⑤ 才

h1--E5オ

合 計 ・

総 平 均

会 社 数 構 成 比 峯

10。75噂.

6・.1..1-.

2821.05客

7959.40雰.

1914.29蒐

133199.{〕9翌

57.5オ

・元 の デ ー タに お い て莱 計 上 の 頷 りが

あ る た め に134名 に な らな い 。(筆 者 注)

麗一5社 外取締 役の退任
一定 の年 齢で

退任 しな い

退任す る

無回答

合計

会 社 数

73

7

54

134

構 成 比 率

54.48k

5.22之

40.3fl

100.00

Il-3常 勤取締 役の出身分野(回 答134社 に おけ るデータ)

出身分野

社内出 身

所有者 あるいは株主 、

また はその代理八

銀行の役 員

その他の 金融 機関(保 嚴会社 、

証券 ・投資会社等)の 所有者

あ るい は役 員

製 造会社 の所 有者あ るいは役 員

商 業 ・貿易会 社の所有者

あ るいは役 員

公務 員な らび に政府代表

その他

合計

Q_q非 常勤 取締役の出身分野

出 身分野

所有者 あるいは株 主、

また はその代理人

製造会社 の所有者 あるいは役 員

銀行の役 員

その他の金 融機関(保 険会社 、

証券 ・投資会社等)の 所有 者

あ るい は役員

公益事業 の役員

商業 ・貿易 会社の所有者

あ るいは役員

弁護 士

独立 自営崇者 、独立金融業者 、

コンサル タン ト

教授 その他

公務 員な らび に政府代表

その 他一t会 社 よ り

その 他 一社内 より

合計

会 社 数 人 数 合 計 構 成 比 率

134239890.97:

3

6

ウ
」

3

2

8

4
.

8

nり

4

2

4
1

A◎

6

5

9
」

◎
》

2.43

2.12:

0.Ofi:

0.34駕

49.15:

732.77客

30i.ta:

26:6100.00'.

会社数 人数合 計 構成比率

ハ◎

-

0

3

1

1

(b

3

5

董

1

2

(φ

1

0

り」

-

128

17

14

(b

3

η
1

48.67客

6.46:

5.32:

1.28鉱

1.14%

t.66駕

Q.8'一

20.76弩

2臼.76之

31.1耽

5822.05

228.37之

283100.00%

非 常 勤 融 締 役 を 有 す る会 社 は 、77社 で あ る 。 そ の うち 、18社(X3.38:)が 、

退 職 者 を 非 常 勤 取 締 役 に 含 ん で い る 。 労 働 組 合 代 表 や 女 性 を 含 む 会 社 は な い 。

そ の 内 訳 は 、1人 ・9社 、2人 ・2社 、3八 ・3社 、4人 ・2社 、8入 ・1社 、9入 ・1社 、

合 計18社 ・47八(17.87:)で あ る 。

W-6社 内取締役の退任

定年後 も融締役 として 会社数

退任 しない106

退任す る6

無回答22

合計134

構 成 比 率

?S.10

4.48之

16.42詫

00.DO

1V-?取 締 役 の 任 期

任期

任期2年

任期1年

任期不定

無回答

合計

会 社 数

125

1

4

a

134

構 成 比 率

93.28:

0.75:

2.99:

2.99詫

199.99駕

経済同友会 経営方 策審議会、 『壊締 役会に関す る実態翻 査一一 国際 比較研究資料一一 」、昭租52年7月 、 による。
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表3ト ップの経営組織とその構成

トップマネジメントの組織

最高意思決定機関

常務会

取締役会

委員会(会 議体)

昭和51年 度版 昭和52年 度版

会社数 上場規模別 会社数 上場規模別
1部2部1部2部

250

185

42

85

85

鐙

1 65

100

10

256

145

37

]85

72

26

-

A5

1

7

7

1

昭和53年 度版
会社数 上場規模別

1部2部

271

213

56

292

84

45

69

129

11

最高意志決定機奥の運営

社長が専ら決定

メンバーが対等に議論 し

最終的に社長が決定

社長はとりまとめ

最高意志決定機関の構成(平 均)

枝術 ・生産

営業 ・販売

財務 ・経理

人事 ・企画

合計

66

283

128

34

184

84

峯 位:人 車 位:人

s.ss.s

2.83

1.81.9

i.sz.i

10.110.9

32

◎
V

44

9

4

.

50

291

95

攣位:八 峯位:人
3.1

2.5

1.?

1.7

.;

3.4

2.6

1.8

1.7

9.4

23

195

64

2?

96

31

71

.;

107

36

226

68

峯位:人 車位:八 蛍位:八 里位:八
3.82.?

2.82.2

1.8f.6

].9].3

10.2マ.8

3.53.8

2.72.9

1.81.9

1.?1.9

9.?tO.5

35

34

認

攣 位:人

z.s

2.3

t.s

1.5

8.3

構成メンバーの業務担当

大部分のメンバーは担当部門を持つ250
一部の メンバーは担当部門を持つ::

原則として担当部門を持たず24

社長 ・役員

社長の出身 ・地位

創業者社長

二代目社長

会社はえぬき

他の会社 ・機関より

51

99

172

155

lA'

tss

18

23

53

gat

85

103

64

6

28

46

31

79

224

9D

23

43

92

t51

コ51

141

129

12

21

45

128

S9

3

!

1

8

6

ー

2

7

3

(ζ

2

44

2

6

303

221

is

59

116

]93

i72

171

148

12

27

62

56

総

]32

マ3

4

ウ
」

4
.
7

6

3

一b

3

8

社長 ・役員の年齢 ・在職期固

社長の年齢(平 均)車 位:オ62.5

社長の在職期薗(平 均)車 位:年8.8

役員の平均年齢,(平 均)童 位:オ56.?

役員の平均在'G年 数,単位:年?.8

63

7.0

57

g

68

10焦0

55

8.0

62.E
..

57.3

7.6

63.6

7.8

5?.9

?.2

6i.8

10.6

56.]

8.3

62.3

8.3

57

8.1

63.4魑

7.8

5?.6

7.2

sO.s

9.2

56.2

9.4

役員の持株比率(平 均),蛍 位:%6.0 3.8 9.85.13 3.14 8.76 5.2 3:2 8.3

役員の外部導入

外部導入なし

全役員の1/8以 下

全役員の1/8超1/4以 下

全役員の1/4以 上

196

145

74

65

13マ

90

46

30

Q
》

「◎

AQ

5

5

5

2

3

173

137

79

48

124

91

46

21

Q
V

6

3

7
・

」4

」4

(5

ウ
」

229

147

95

?6

154

96

50

30

6

1

5

6

6

5

4
.
」4

調 査会 社数d78!1057303175438/1957

(会 社 数は 、 全調 査対象 会 社の うち何 社の 解答 が あ った かを 示す 。 〉

283 1555401068 331 209541

注:車 位についてとくに断わりのない限り、数字は会社数を表わす。
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昭和54年 度版

会社数 上場規模別

1部2部

昭和56年 度版

会社数 上鳩規模別

1部2部

昭和57年 度版(1:製 造業)

会社数 上場規模別

1部2部

昭和57年 度版(ロ:小 売業)

会社数 上場規模別

上鳩 非上場

282

183

65

199

94

51

ハ5

9

」4

8

8

1

263

213

44

294

182

29

59

111

15

223

178

60

176

86

47

7

2

3

」4

◎
)

-

42

130

30

7
・

4

,

《5

25

116

27

6E 43 25 ZO 37 33 ?0 47 23 37 6 31

379

90

単位:人

3.3

2.8

i.7

1.6

9.3

243

56

車 位:人

3.7

3.0

1.9

1.8

10.3

136

34

車位:人

6

3

5

3

?
・

2

《ζ

-
・
1

7

344

105

車位:%

.・

29.6

19.6

19.3

9.1人

z2s

68

峯位:%

37.5
..

19.2

19.3

]]5

37

車 位:%

36.0

29.t

20.4

19.4

.,

79

車 位:%

36.5

27.3

17.8

18.4

9.3人

206

55

堂 位:%

36.8

27.5

]6.9

..

114

24

堂 位:%

32.?

29.6

19.1

18.6

123

dl

(◎

0

105

31

峯 位:%・ 車 位:%峯 位:%

c^6.329.725.9

36.435.136.5

ze.iis.s2e.2

16.415.4i6.8

8.1人

306

c^19

i5

190

143

11

116

76

4・

291

2t7

t2

6

5

9

8

4

!

111

72

2

(
【

▲R

(
【

N

N

N
一

㎎

鵬

顯

▲H

A
【

ムR

N

N

N

《【

自

R

N
一

N

N

賄

鵬

……

(【

(
【

(【

N

N

N

49

1D6

230

182

25

55

161

182

4
.
-

◎
)
0

2

5

6

S

43

122

182

174

27

68

146

95

6

4
,
6

9

-

5

3

7

43

122

182

161

27

68

146

9D

6

・4

6

1

1

5

3

7

1

3

1

1

9

5

2

3

8

9

◎V

7

3

4

3

4
.

8

』
「

1

9
」

62.3

8.2

57.1

7.6

63:3

?.6

5?.7

7.0

60.4

9.2

56.2

8.5

62.?

9.2

5?.6

8.7

63.6

8.7
'L

8.2

61.2

10.2

56.7

9.5

62.4

8.0

57.6
.,.,

」4

9

Ω
U

」4

つ
》

?
5

8

7

6

P
◎

.:.

8.2

56.9

9.1

57.8

15.0

52.3

9.?

60

12.1

54.5

R.]

57.3

15.7

51.7

10.4

5.0 3.4 7.8 5.1 3.4 8.0 ・ ., 8.6 34.6 8.] 39.8

242く

1d]

83

?3

172

93;

52

26

αり

8

1

7

7

4

3

'4

225

142

78

76

164

94

46

32

-

Ω
V

2

4

6

4
.

3

4
、

196

129

?7

63

141

93

4?

24

5

6

0

9

5

3

3

3

117

32

27

22

(b

7

Q
V

3

191

25

19

19

～

'1037
334 197521!104fi 336 1854731090 311 ]62204%5]7 35 iss

通商産業省産業敵策局企業行動課編、 「新しい経営力指標」、大蔵省印刷局 昭和51年 度版から昭租57年 度版によ る。

なお、昭和55年 度版は公刊され ていない。
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表4常 務会についての調査結果

①常務会の有無

常務会を有す る

常務会を有 しな い

合計

◎常務会の議長役職

議長役職

会長

社長

社長あ るいは副社長

副社長

交代制

な し

合計

会 社 数

120

14

134

会 社 数

5

.・

2

1

2

1

120

構 成 比 率

89.55歌

]0.45駕

189.00

構 成 比 率

d.17:

90.83之

1.67之

0.83:

1.67鴛

9.83之

iii.g欧

② 名称の内訳

常務会

経営会議

常勤役 員会

専務会

その他

合 計

会 社 数

93

13

4

2

8

120

構 戒 比 率

77.50:

10.83客

3.33%

1.67考

6.67駕

18@.○ ○':

◎ 常務会の役職構成

設職名 当

相談役 ・顧 同

監査役

名誉会 長

会長

副会長

社長 ・頭取

副社長 ・副頭 取

専務

常務

鞭締役

取締役(本)部 長

取締役 支店 ・工場

(本)部 長

支店 ・工場長

その 他

(養 事 ・次長 ・社長

⑦常務会の 性棺につい て

常務会の 性柁

1.最 高 意思決定機関

a.全 会一致に よる

b.多 数決によ る

2.社 長 の協議機関

3.社 長 の諮同機関

4。 メンバーの連絡機 関

5.社 長 の意思伝達機 関

6.そ の他(重 要事 項の執行機関'

・取 締役会の諮 問機 属 ・重要

事項 の審議機関 ・メンバー の

協議 機関等)

合計

会 社 数

49

3?

12

A8

14

0

0

9

12@

構 成 比 率

40.83%

30.83客

10.00':

40.DO

11.61

0.00'.

Q.00:

7.59k

100.00

◎常務会と=ｺ",役 会の役割 ・機 能分担(回 答

1.基 本的全般的経営方針

2.経 営 戦略

3.長 期経営計画

4.年 間営業計画

5.{隻 員A事

6.人 事全般の基本方針

マ.給 与 ・賞与

8.組 織(系 列企業 も含む)の

重要な変更

Q.資 金調達

10.投 資計画

11.利 益処分の基本方針

取 締 役

決 定 項

61

32

AO

40

88

22

20

4

6

8

5

5

4

4

9

・その他機関 とは、経 営会議、常務役 員会、

㊨軽 営戦略 のた めの トップ会羅

トップ会 議の有無

トップ会 議を有す る

トップ会 議 を有しない

合計

会 社 数

54

88

134

構 成 比 率

40,30%:

59.70%

100.00:

　
称わ

もの謙A
滋

↓
ノツ亀r⑩

称
能

名
機

取締 役会 ・常務会

との関係

機能、壊締役会 ・常務会との関

経営会議(!6社:28.63の

O最 高意思決定機 開

O基 本事項 の決定 機関

O最 高審議機 関

d要 事項 の討議 機関

O社 長補佐 のた めの審議機関

O社 長決定方針 の示達

O事 業部貴任者 の意見反映

O緊 急の場合 の決定機関
;,締後 ・常務会 の専決事項を

事項の決定

O取 締役 ・常務会 の付議事項の

事前審議機 関

・=1締 役 ・常務 会決定事項を執

す るため の実 践的会議

経済n友 会 経
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役 員会 、専務 会、社長室会 、合議会 、経営審誰 会等であ る。

係(54社 の うち)

専務会(7社912.96%)

O役 員人事 、基 本的組織の変更、

トッゴ ・シ0ク レッ トの協議

Q重 要事項の協 謎

O社 長の協謎機 関

O社 長の諮n機 関

O経 営方針の検 討 ・調整

社 長 室(2社:き.t%.)

O社 長 の 補 佐

O最 高 経 営 意 思 に つ き協 譲

Qコ ン セ ン サ7を 得 るた め の

フ リ ー討 議 機 関
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O常 務会機能の補 充

i部 門間の政策 方針の統合
・O決 定項 目の事前 協議機関

行

営方策審議会 、 「取締役会に関す る実態調査集計結果 一国際比較研究資料 一」 、昭 杷52年7月 、9-12ペ ー ジによ る。
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②所有と支配

何を指 して支配 というかについては、論議の多いところであるが、ここでは、先に分類 した、

「企業」の機能としての戦略的支配機能を保持 していることを支配の前提 として捉えてお く。

支配に関する理論的な解明については、第57回 日本経営学会(昭 和58年)に おいて、統一論第

として論 じられている。そこにおいては、経営者支配をめ ぐる種々の観点が展開されているが、

取締役会については、まった く触れられることがなかった。 しかしながら、現実に、取締役会

が、どのような行動をとり、どのような決定を しているのかをみることな しに、所有と支配の

問題は、解明することができないであろう。とくに支配というとき、いわゆる経営者というよ

うな、あいまいな集団を指 している用語によって、説明することは、ほとんど何 も説明してい

ないに等 しい。われわれは、その弊害を除 くために、取締役会が選任すべき、あるいは、解任

すべき 「支配人その他の重要なる使用人」を、最高経営責任者(ChiefExecutiveOfficer:C

EO)お よび最高業務担当責任者(ChiefOperatingOfficer:COO)を 含む トップの経営管

理者層を構成する経営幹部と措定する。 このことによって、 「経営」における、組織の構成が

明確とな り、その対象とする決定の内容が明らかとなる。

いま、最高意思決定の機関が、どこであり、またそこにおいて何を決定 しているかをみるた

めに、わが国の調査結果を、示 してお く。 この調査は、先に示 した民間調査機関コソフェレソ

ス ・ボー ドの要請にしたがって、経済同友会が実施 したものであり、その質問事項は、民間調

査機関 コソフェレソス ・ボー ドのもの以外に、補足質問の0部 分 として、常務会について、と

くにそ こにおける取締役会 との関係 と、意思決定内容について調査を行なっている。少 し古い

ものではあるが、現在まで、このような調査が実施されておらず、また、民間調査機関コソフェ

レソス ・ボー ドの調査結果 と比較 し、また、 『新 しい経営力指標』おける調査結果と対比する

ために必要と考えられるので、ここに示 しておきたい。先に示 した 『新 しい経営力指標』の調

査によれば、大規模な株式会社、とくに証券取引所の1部 に上場 している会社では、最高意思

決定機関として、常務会が圧倒的に多 くの会社において重要な地位 にあることを示 している。

そこで行 なわれている決定は、どのような内容の事柄についてであろうか。先にみた商法の規

定する取締役会の権限に対 して、どのような位置にあるのであろうか([表4常 務会につい

ての調査結果]参 照33))。

この結果 と、[表19ヵ 国における巨大株式会社の構成と組織]に おける結果 とを勘案 し、

さらに、各国の詳細な結果をみていくと、取締役会の機能について、二つの傾向が明らかとな

る。すなわち、それは、取締役会が、どのように構成 されているかによって、異なる機能を果

している二つのパターソが生 じているということになる。[表1]の 質問項 目の中に、 「外部

取締役が過半数を占める取締役会の割合」という項 目が存在する。それは、わが国の調査では、

「非常勤取締役」についての質問項目に相当する([表2]参 照)。 この項 目の欄をみると、

外部取締役が過半数を占める取締役会を構成 している国が大多数であ り、西 ドイツ、 日本は外

部取締役がまった くな し、イギリスがかなり低い割合となっている。この二つの グループにお

いて、明らかに異なる取締役会の機能が示 されている。前者は、OutsideBoardと 呼ぶこと

ができ、後者は、InsideBoardと 呼ぶことができる。OutsideBoardに ついては、アメリカ

その他の国々における調査が明らかにするように、取締役会の機能は、非常に限 られている。

このことについては、後に触れることにして、まず、ここでは、InsideBoardの 例として、

イギリスにおける取締役会の機能についてみておこう。

イギリスにおける取締役会の法制上の役割は、(1)株主の資産を保護 し、増加させること、(2)

法律にしたがって、会社が良好に管理 されているかどうかを監視す ること、(3)株主への利益配
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分、すなわち、配当の決定、とい う三項 目であるとされているが、実際には、直接的な関与と

間接的な関与を合せて、次のように広範な機能を果 しているという鋤。

A直 接的な関与を行なっている事項

(1)広範な政策の=決定:(2)会 社 レベルの目的の設定:(3)会 社にとっての広範 な戦略の定義:(4)

会社資源の配分についての基礎的な広範な決定:(5)会 社の適切な資本化の決定と配当政策の決

定:(6)財 務上のターゲットの設定:(7)主 要な財務上の決定:(8)会 社の上級経営幹部の選任:(9)

会長、最高経営幹部、その他の経営幹部取締役の報酬の決定:(lo)取締役会会長の選任:(11)会社

の最も優れた経営管理者としての行動

B間 接的な、 しか しながら、特別に関与を行なっている事項

(1)会社 レベルの政策の統制(お よび、それに責任をもつ):(2)長 期 目的を レビューすること:

(3)目的を達成するのに必要な広範な戦略を承認す ること:(4)経 営管理者層の経営幹部が推薦す

る政策を追認す ること:(5)広 範な政策において規定 した原則に したがって経営管理者層が行動

していることを確証すること:(6)主 要な資本支出、投資、および、投資プロジェクトを承認す

ること:(7)計算書類を承認すること:(8)経 営管理者層の経営幹部を統制すること:(9)最 高経営

幹部およびその部下である上級経営幹部が、有効に毎 日の経営管理を行なっていることを確証

す ること:(lo)業務について、経営管理者層の経営幹部は、 きちんとした情報を提供 しているこ

とを確証す ること:⑳ 会社 レベルの計画を承認すること:(12)「専門家」としての助言を与える

こと

C一 般的な事項

(1)会社が将来においても成功するように してい くこと:(2)会 社全体、株主、従業員および消

費者として、事業の利益を促進 させること:(3)会 社が発展の可能性のある商売に携われるよう

にすること

このようなイギリスにおける調査結果は、さらに、取締役会の決定すべき事項、あるいは、

承認すべき事項を明 らかにしている。決定すべき、あるいは、承認すべき事項は、まず、財務

に関する事項であ り、次に、 トップの経営管理者層の選任とその行動の監視についての事項で

あ り、最後に、会社の政策および目的に関す る事項である。それらは、次のような内容をもつ

ものである。

A財 務に関す る事項

(1)会社 レベルの資産の買収あるいは売却:(2)適 切な資本化構造の確立あるいは維持:(3)主 要

な資本支出の承認:(4)増 資:(5)全 体に対する妥当な財務統制が存在するかを確かめること:(6)

配当の分配、投資

Bト ップの経営管理者層の選任とその行動の監視についての事項

(1)最高経営幹部あるいは経営担当取締役の選任あるいは解任:(2)上 級スタッフの選任:(3)重

要な地位についての経営管理者層の後継者が任命できるように してお くこと:(4)経 営幹部の業

績を監視す ること

C会 社の政策および目的に関する事項

(1)会社の目標を達成するのに適切な組織構造を確保す ること:(2)明 確な権限の委譲が存在す

るか否かを確かめること:(3)業務上の単位における計画を承認する:製 品の研究開発計画につ

いての主要な決定を行なうこと:(4)労使関係と従業員政策を調べること:(5)外 部監査人との関
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係を監督する:(6)「 株主」からの多様な要求を仲裁すること

以上のような事項について、取締役会が、その事項を決定す るか、あるいは、承認す るかは

それぞれの会社によって異なるとされるが、基本的には、取締役会のかかわる問題の項 目であ

り、とくに、財務に関す る事項は、取締役会の主要な決定項 目とみなされている。

この調査結果にもとづけば、イギ リスの巨大な株式会社においては、取締役会は、非常に重

要な機関であり、その機能は、法律によって定められている以上のものを有 していることがわ

かる。 このような傾向は、わが国とは、常務会が存在す ることによって、少なからず異なるこ

とになる。 しか しながら、共にInsideBoardと して、その取締役会を捉えるならば、そこ

には、共通点もみることができる。内部の取締役が過半数を占める限 り、経営管理上の問題を

取締役会で論 じることが多 くなるとい うことである。イギ リスでは、また、わが国においても

同様に、支配をめぐる問題が、取締役会の機能 として、依然として重要な位置にあることが明

らかとなっている。それに対 して、OutsideBoardと みなされ る、アメリカ、フラソス、ス

ウェーデソ、さらには、カナダにおいては、イギ リスにおける取締役会の機能 として挙げられ

ている 「直接的な関与を行なっている事項」については、まったく取上げられることはない。

「間接的な、 しか しなが ら、特別に関与を行なっている事項」に関す る行動が主要なものとみ

なされているが、それも、非常に不十分なものにすぎない。そ して、 「取締役会が決定すべき

事項、あるいは、承認すべき事項」については、すべて、承認すべき事項 とみなされている。

さらには、アメリカにおけるように、取締役会の機能は、単なる助言 と外部に開かれた窓の意

味 しかもたないとい う状況 となる。取締役会が決定を実行するのは、緊急の事態、例えば、突

然に社長が死亡 し、その後継者が任命 されていないとい うような状況のもとで、取締役会が後

継者を選任す るというような場合にすぎない。OutsideBoardと しての機能は、明らかに戦

略的支配機能を取締役会が有 していないことを示 している。それでは、その戦略的支配機能は、

どこが有するのであろうか。それは、アメリカにおける巨大企業にあっては、CEOで ある。

CEOこ そが、アメ リカの経営(体)に おける最高の権力者であり、戦略的支配機能と企業者

機能を担い、さらには、管理機能を担 う存在であるが、管理機能については、COOに 委譲 し

ている場合もある。わが国、および、イギリスにおいては、いまだ戦略的支配機能は、取締役

会が有するということができる。ただ し、わが国の場合、取締役会は、内部の人間によって構

成され、常勤の取締役は株式を所有 しているとは限らない。その意味で、取締役会は、必ず し

も株主の代表であるということはできない。すなわち、所有 と支配における分離は、所有の代

表者でないという状況のもとでの取締役によって構成 される取締役会が支配機能を有するとい

わなければならない。それに対 して、アメリカなどの場合には、外部取締役がどのように選任

されるかを明らかにする必要があるけれども、それは、基本的には、CEOの 推薦により選任

されており、株式を持たない。 このようなOutsideBoardの 場合には、明らかに所有 と支配

とは分離 しており、所有はほとんどの場合に戦略的支配機能を果さず、経営管理者層がその支

配権を握っているのが実態である35)。

このように見て くれば、わが国が、国際社会の中で、かな り特異な位置にあることが明かと

なる。わが国の経営(体)に おける 「企業」が、その発展の結果として、資本の提供者、すな

わち、所有者 とまった く結びつかない取締役会(重 役会)を 産み出 し、さらに、その下に、経

営管理の基本を担当する最高の決定機関として、さらには、取締役会の機能を0部 含みつつあ

る、常務会とい うかなり特異な決定組織を産み出 してきていることは、企業 という組織にあっ

て、発展の今後をみていく上で、注 目してお く必要があろう。常務会の存在は、経営(体)の
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社会性を明らかにするに際 して、重要な要因となる。常務会は、経営の論理が貫徹することを

可能にす る、最 も基本的な組織とみなす ことができるであろう。先の調査結果からも明 らかな

ように([表3ト ップの経営組織とその構成]、 および、[表4常 務会についての調査結

果]参 照)、 常務会が最高意思決定機関であるとする会社数は、大規模な、1部 上場の会社に

おいて多 くみられる。2部 上場の会社、あるいは、非上場会社においては、取締役会が、相変

らず最高意思決定機関とみなされている。 このような状況のもとにおいて、決定の内容をみる

と、取締役会は、商法に規定 された問題 を決定す ることが多 く、常務会は、経営管理に関する

決定をすることが多い。 ここから、短絡的に両者の位置 と機能を明確にし、結びつけることは

できないが、さらに調査を具体的な決定内容について行なうことができれば、取締役会機能の

変化が明らかになるであろう。形式 と実際との分解のもとに、取締役会機能の常務会による代

替が進んでいるのがその実態であるということがで きるであろう。

所有 と支配、所有と経営をめぐる、 「企業」の発展にともなうこのような動きは、さらに、

「企業」が発展することによって、論理的にどのようになっていくと考えることができるであ

ろうか。経営(体)の 社会性が強調されるにつれて、 「企業」のもつ所有にもとつ く機能は、

徐々に縮小 されてい く。資本の論理は経営の論理に含まれ、その中に位置づけられて遂行 され

ていく。この事態のもとに、公社とい う考え方を位置づけることが可能となるであろう。次に、

このような点を明らかにしていこう。

IV事 業経営における企業の現在と将来一企業経営から事業経営への発展につれて一

資本の論理から経営の論理へ、私益性から社会性へと経営(体)の 行動が変革するにつれて、

その発展の過程において、 「企業」は、その機能を変革 し、経営の論理のもとにある資本の論

理によって、 「企業」とい う資本結合の組織は、所有にもとつく機能を喪失 し、これまでとは

異なる状況に直面 している。 「企業」が、資本提供機能のみを遂行するにす ぎない状況のもと

においては、経営(体)は 、経営の論理にしたがって、事業 目的の遂行にとって最 も都合のよ

い資金調達方法の発見に努める。資金の調達が、経営の論理に したがって、資本の論理を包摂

しつつ、 「企業」という組織の要求 として、企業価値を増加させる限 り、すなわち、資本の論

理、収益性の確保がなされる限り、調達そのものには支障が生 じないとい う状況にある。その

資金を運用に配分する過程においては、経営の論理が貫かれる。企業目的から事業 目的への経

営(体)の 目的の転換のもとに、企業経営から、事業経営へと発展 し、事業 目的にもとつ く事

業経営の行動は、従来の企業 目的をその0部 分 として含みつつ、企業 目的であった利益を所有

者に対する配分可能なものとして捉えるだけではな く、すなわち、利益はすべて株主に帰属す

るというように捉えるのではな く、利益を経営(体)全 体における内部的な資金の源泉 として

考え、資金の運用において、全体の行動枠組みの中で配分が試みられる。 このような、資本の

論理の変革は、 「企業」を、純粋に、提供 した資金に対する収益性の確保という側面において

捉えることになり、経営(体)に とっては、所有者(株 主)の 能率性を確保す るという課題に

変革されてい く。このような状況がさらに進展するならば、 「経営」は、単に経営管理機能 と

企業者機能を担 うだけの存在ではなく、 さらには、戦略的支配機能をも担 う存在となる。 「経

営」は、組織として、また、その担 う機能に応 じて、変革 ・発展 してい くことになる。組織革

新、機能革新が進展する。 「経営」の構造は、さらに専門化の原理に したがって、変革されて

いかなければならないであろう。わが国における常務会の存在は、その意味において、今後の

展開に有効に作用することになるといえる。 「公私混合企業が公私の統一 として営利性、会社
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性を否定 して、事業経営に徹する企業形態が公社に外ならない。公社にもいろいろな形態が考

えられるが、真の公社は今日の公企業や公共企業体 とい うが如 きものではな く、公私が否定的

に媒介せられて統一せ られるとき初めて成立する企業形態 といわねばならない。36)」このよう

に考えることのできる 「公社」は、公私統一の形で考えるのみではな く、私企業の形態におい

ても、その社会性と公共性を事業 目的において実現 しようとする限 り、大 きな可能性を含むも

のであるということができるであろう。事業経営としての 「公社」のあ りようを、さらに具体

的に捉えてい くことが必要となるであろう37)。

最後に、機関所有と機関支配の問題が残 っている。現在の株式の分布状況を分析 し、その状

況がどのように決定に対 して影響を与えているかを明らかにする必要がある。 しか しながら、

ここではその問題に触れることはできなかった。機関所有の進展については、多 くの資料が公

刊されており、そのことを否定することはできない38)。しか しながら、それが、支配をめ ぐっ

て、戦略的支配機能に対 してどのような作用をもたらしているかについては、ほとんど触れ ら

れることはない。問題は、機関所有と 「企業」 ・ 「経営」との関係であり、戦略的支配機能に

対する影響の解明であろう。新 しい分析枠組みの中に、従来の研究を位置づけつつ、 「企業」

の組織としての機関所有の問題を解明 していくことが必要であろう。 このことが、また、 「公

社」 という企業形態に影響を与えることになるであろう。

注

*本 稿 は 、1989年 に 出版 さ れ る はず で あ っ た あ る書 物 の一 部 と して 筆者 が1988年 に執 筆 し、 筐 底 に眠 っ

て い た 原 稿 に 一部 修 正 を加 え た も ので あ る。

1.ま ず 、 発 展 を定 義 して お く必 要 が あ る。 発 展 を どの よ うに捉 え るか に つ い て は 、種 々 の見 解 が存 在 す

る ので あ るが 、 こ こで は 、 エ イ コ フの定 義(Ackoff,R.L.,ManagementInSmallZ)oses,John

Willey&Sons1986,p.24f参 照)に 倣 っ て 、 次 の よ うに定 義 して お き た い。 数 量 的 な 、 あ る い は、 規 模

か らみ た、 単 な る拡 大 で は な く(そ の よ うな 拡 大 は 、 成 長 に 過 ぎな い)、 発 展 に お い て は 、 質 的 な変 革

を と も な い、 そ の 組 織 の もつ 可 能 性 を 増 大 す る こ と、 す な わ ち、 組 織 が もつ 全 体 と して の 能 力 ・機 能 の

拡 大 を 、ExecutiveProcessを 一 定 レ ベ ル に維 持 しつ つ 、 達 成 す る こ と と とす る。 な お 、Executive

Processに つ い て は 、Barnard,Ch.1.,TheFunctions(2f訪 θExectlves,DivisionofResearch,

HarvardBusinessSchool,Boston1938,(邦 訳 山 本 安 次 郎 ・田杉 競 ・飯 野 春 樹 訳 、 『新 訳 経 営

者 の役 割 』 、 ダ イ ヤ モ ソ ド社)と くに 、ChapterXVI、 拙 稿 、 「ExecutiveProcessとManagement

Process」 、 甲南 経 営 研 究(甲 南 大 学)第12巻 第4号(昭 和47年3月)、101ペ ー ジ以 下 を参 照 され た い。

2.山 本 安 次郎 ・加 藤 勝 康 編 著 、 『経 営 学 原 論 』 、 文 眞 堂 昭和57年 、第2章 「経 営 存 在 論 」 、27ペ ー ジ

以 下 、 お よび 、第3章 「経営 構 造 分 析 」 、52ペ ー ジ以 下 参 照 。

3.上 掲 編 著 、 『経 営 学 原論 』 、29ペ ー ジ。

4。 上 掲 編 著 、 『経営 学 原論 』 、30ペ ー ジ。

5.上 掲 編 著 、 『経営 学 原 論 』 、28ペ ー ジ。

6.上 掲 編 著 、 『経 営 学 原 論 』 、29ペ ー ジ。

7.専 門 化 の 原 理 につ い て は 、Barnard,Ch.1.,op.Clt.,ChapterX参 照 。 な お、 加 藤 勝 康 稿 、 「バ ー ナ

ー ドに お け る組 織 形 成 原 理 と して の 専 門 化 原 理 に つ いて 」 、 オ イ コノ ミカ(名 古 屋 市 立 大 学)第6巻 第

3・4号(昭 和44年7月)に 詳 しい 。

8.上 掲 編 著 、 『経 営 学 原論 』 、29-30ペ ー ジ。

9.上 掲 編 著 、 『経 営 学 原論 』 、30ペ ー ジ。
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10.上 掲編著、 『経営学原論』、30ペ ー ジ。

11.山 本安次郎著、 『増補経営学要論』、 ミネル ヴ ァ書房 昭和39年 、69ペ ー ジ。

なお、この分類原理 に付け加 えるとすれば、分類原理 として 「4.所 有 と支配の分離」が必要となろう。

12.上 掲編著、 『経営学原論』、54ページ、・および、山本安次郎上掲著、 『増補経営学要論』、69ペー ジによる。

13.上 掲 編著、 『経営学原論』、第4章 「経営(体)構 造 とその発展」65ペ ー ジ以下参照0な お、経 営(

体)機 能について、その内容は次の通 りであ る。

資本供 給機 能 とは、出資機 能であ り、所有機 能であ る。

戦略 的支配機 能 とは、所有 目的ない し資 本供給 目的を達成 す るために、最 も重要 な主体 的要因である

人的要因、すなわち、経営(体)の 最高政策を指揮 しまたは経営者 を任免す る積極的な機能的支配であ る。

企業者機能 とは、事 業 目的設定機能 であ り、事業戦略形成機能 である。

管理機能 とは、設定 された事業 目的 に もとづ き、経営(体)に おける、 「ひと」、「もの」、「かね」

とい う基本的経営資源 を有効 に配分 し、結合 し、調整 する機能 である。

事業機能、 または、作業機能 とは、事業過程 に対応す る諸機能で ある。

14.上 掲 編 著 、

15.上 掲 編 著 、

16.上 掲 編 著 、

17.上 掲 編 著 、

『経 営 学 原 論 』 、71ペ ー ジ。

『経 営 学 原 論 』 、72ペ ー ジ。

『経 営 学 原 論 』 、73ペ ー ジ。

『経 営 学 原 論 』 、73ペ ー ジ。

18.以 上 の 点 に つ い て は 、MylesLMace,DirectorsMyth∂ 刀げ ∫～eallty,DivisionofResearch,

HarvardBusinessSchool,Boston1971,reprinted;HarvardUniversityPress,Cambridge

1986,pp.5-6(拙 訳 、 『ア メ リカ の取 締 役 』 、文 眞 堂1991年 、6-7ペ ー ジ)参 照 。

19.上 掲 編 著 、 『経 営 学 原論 』 、78ペ ー ジ。

20.上 掲 編 著 、 『経 営 学 原論 』 、84ペ ー ジ。

21.Ibld,p.10.

22.MelvinT.CopelandandAndrewR.Towl,TheBoardofDlrecorsandBusinessManagement

DivisionofResearch,HarvardBusinessSchool,Boston194?;reprint,GreenwoodPress,

N.Y.1968.

23.CorporateDirectorshipPractices,JoiontReportfromNationalIndustrialConferenceBoard

andAmericanSocietyofCorporateSecretaries,Inc.,StudiesinBusinessPolicy,No.125,

N.Y.196?,pp.93-94.

な お 、 同 じ く、 民 間 調 査 機 関 コ ソ フ ェ レソ ス ・ボー ドか ら公 刊 され た 、1975年 の 報 告 書 にお い て は 、

次 の5項 目が 主 要 な 関 心 領 域 と して ま とめ られ て い るが 、 基 本 的 に は 、 変 わ って い な い 。

(1)目 的 、 政 策 、 戦 略 、 計 画 の 策 定:(2)資 本 化 、 資 源 配 分 、 そ の 他 財 務 上 の 問題:(3)多 角 化 、 合併 、 買

収 、 売却:(4)経 営 幹 部 の 報 酬:(5)経 営 管 理者 層 の評 価 、 能 力 開 発 、 後継 者 の選 任

そ して 、 この 領 域 に お い て 、取 締 役 会 は 、(a)イ ニ シア テ ィブ を取 るか 、 決定 す るか 、(b)評 価

を行 な い 、影 響 を与 え るか 、(c)監 視 を す るか で あ る とい う。 この うち 、 決定 で は な く、(b)評 価

と影 響 が 、 た い て い の取 締役 会 に お け る最 も基 本 的 な 機 能 と され て い る。

(CorporateDirectorshipPractices:Role,SelectionandLegalStatusoftheBoard,byJ.Bacon

andJ.K.Brown,JoiontReportfromNationalIndustrialConferenceBoardandAmerican

SocietyofCorporateSecretaries,Inc.,StudiesinBusinessPolicy,No.646,N.Y.1975,

pp.14-16.)

24.HaroldKoontz,TheBoardofDirectorsandEffectiveManagement,McGrow‐Hill,N.Y.

1967,p.57.参 照 。
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25.上 掲 編 著 、 『経 営 学 原 論 』 、84ペ ー ジ。

26.上 掲 編 著 、 『経 営 学 原 論 』 、84ペ ー ジ。-

27。 上 掲 編 著 、 『経 営 学 原 論 』 、84ペ ー ジ。

28.AdolfA.BerleandGardinerC.Means,TheModernCorp《 遡 施 ηandPrivateProperty,

N.Y.,Macmillan1932.(邦 訳:北 島 忠 男 訳 、 『近 代 株 式 会 社 と私 有 財 産 』 、 文 雅 堂 銀 行 研 究 所

昭 和33年)

29.MylesL.Mace,Directors,op.Clt.,Ch.IV&Ch.m(上 掲 拙 訳 第4章 、 第8章):

MylesL.Mace,TheBoardofDirectorsinSmallCorporatons,DivisionofResearch,Harvard

BusinessSchoo1,Boston1948.参 照 。

30.TheBoardofDirectors:PerspectivesandPracticesinNlneCountries,byJeremyBacon

andJamesK.Brown,AResearchReportfromTheConferenceBoard'sDivisionof

ManagementResearch,No.728,TheConferenceBoard,Inc.1977,pp.22f.Table2-1.に よる。

31.[表2]は 、経 済 同友 会 経 営 方策 審 議 会 、 『取 締 役 会 に関 す る実 態 調 査 集 計 結 果 一 国 際比 較 研 究 資

料 一』 、 昭 和52年 、2-8ペ ー ジに よ る。 な お 、 この経 済 同友 会 の調 査 に お け る質 問項 目 と同 じ もの が

他 の8ヵ 国 で も調査 され て い る。 そ の 各 国 調査 結 果 の 要約 が[表1]で あ る。 詳 細 に つ い て は 、紙 幅 の

制 約 上 省 略 す る。 民 間 調 査 機 関 コ ソ フ ェ レ ソス ポ ー ドの調 査 結 果(TheiI.IofDirectors:

PerspectivesandPracticesinNineCountries,op.sit.,PartIIIndividualCountryPerspectives

andPractices,pp.25ff)を 参 照 され た い。 ま た、[表3]は 、 通 産 省 産 業 政 策 局企 業 行 動課 編 、 『新

しい 経 営 力 指 標 』 、 昭 和51年 度 版 か ら昭 和57年 度 版 に よ る。 な お 、 昭 和55年 度 版 は 公 刊 され て い な い 。

民 間 調 査 機 関 コ ソ フ ェ レソ ス ・ボー ドの 調 査 とほ ぼ 同 じ時 期 に調 査 され た もの で あ るの で 、 こ こ に比 較

の ため に集 約 して 表 示 した。

32.MylesL.Mace,Directors,(p.Clt.,p.74.参 照 。

33.[表4]は 、 経 済 同 友 会 経 営 方 策 審 議 会 、 『取 締 役 会 に関 す る実 態 調 査 集 計 結 果 一問 際 比 較 研 究 資

料 一』 、9-12ペ ー ジ に よ る。

34.こ の よ うな イ ギ リス に お け る取 締 役 会 の機 能 につ いて は、TheBoardofDirectors:Perspectives

andPracticesInNlneCountriessop.Clt.,pp.51ff.を 参 照 され たい 。

35.以 上 の こと に つい て は 、MylesL.Mace,Directorssop。Clt.(上 掲 拙 訳)全 体 、 お よ び、 同書 リプ リ

ソ ト版 の原 著 者 序 文(上 掲 拙 訳VI-D【 ペ ー ジ)を 参 照 され た い。

36.山 本 安 次 郎 上 掲 著 、 『増 補 経 営 学 要 論 』 、71ペ ー ジ。

37.「 公 社 」 に つ い て の理 論 的 な研 究 は 、 山 本 安 次 郎 著 、 『公 社 企 業 と現 代 経 営 学 』 、 建 国 大 学 研 究 院

昭和16年 ・を も って嗜 矢 とす る。
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る統 一 論 題 の論 稿 を 参 照 され た い 。

+恩 師山本安次郎先生が、本稿の校正を行 っていた平成6年12月14日 に逝 去 された。本稿 は、山本安 次

郎先生編集の書物のあ る章 と して書いた ものであ った。先生 の深 い学 恩に対 し、拙 ない本稿を先 生の ご

霊前 に捧 げる ことをお許 し戴 きたい。
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Summary

Thestructureofabusinesscooperativesystemconsistsofthreeparts,namely,"corporate

level","management"and"business".Accordingtothisscheme,thedevelopmentofthe

businesscooperativesystemismadeupthecorporatedevelopment,managementdevelopment

andbusinessdevelopment.Inthispaper,Itreatofthecorporatedevelopment,fivestagesof

thisdevelopmentandthejoint-stockcompanyasthelatestandtypicalformofthisdevelopment.

Imakeafulldiscussionoftherolloftheboardinjoint-stockcompany.Fromtheresultof

manyresearchstudiesabouttheboard,Idividetheformoftheboardintwo,i.e."inside

board"and"outsideboard".ThecompaniesofJapan,'WestGermanyandEnglandhave

"i
nsideboard".・Othercbuntries,companieshave"outsideboard".The"insideboard"has

powerofcontrol.Ithasveryimportantrollindecisionmakingforstrategiccontrol.Onthe

otherhand,the"outsideboard"hasnotthepowerofcontrol.Inthesecompanies,"management"

hasthatpower.ManyJapanesecompanieshave"Joumukai"in"management",whichisa

highestdecisionmakingbodyofthecompany.This"Joumukai"isauniqueentityinthe

world.




